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Ⅰ　団体の概要
（令和2年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

３ 団体を取り巻く環境

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 静岡県住宅供給公社

所　　在　　地 静岡市葵区追手町9番18号 設立年月日 昭和40年11月1日

代　　表　　者 理事長　　矢野　弘典 県 所 管 課 くらし・環境部住まいづくり課

運営する施設

・静岡県営住宅（142団地）【管理代行】
・市町営住宅（掛川市13団地、袋井市5団地、小山町10団地、富士市23団地、島田市
16団地、焼津市11団地）【管理代行】
・再開発住宅等（掛川市2団地、袋井市4団地）【指定管理】
・改良住宅等(富士市1団地)【管理受託】
・都市再生機構住宅（県内2団地）【管理受託】
・富厚里団地簡易水道施設、足久保団地下水道施設【管理運営】

団体ホームページ  http://www.sjkk.or.jp

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）

静岡県 10,000 66.7  常勤役員 1  常勤職員 48 

静岡市 2,000 13.3  うち県OB 1  うち県OB 0 

浜松市 2,000 13.3  うち県派遣 0  うち県派遣 1 

沼津市 1,000 6.7  非常勤役員 5  非常勤職員 17 

基本財産（資本金） 計 15,000 100.0 役員 計 6 職員 計 65 

区　分 内　　　　容

設立に係る根拠法令等地方住宅供給公社法

団体の沿革
昭和28年10月　前身である(財)静岡県住宅公社設立
昭和40年6月　  地方住宅供給公社法が公布・施行
昭和40年11月　静岡県住宅供給公社設立　(財)静岡県住宅公社の住宅・宅地供給部門を引き継ぐ

住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその
用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

・主要事業である県営住宅など公営住宅等の管理を通じ住宅セーフティネットの一翼を担い、住宅行政の
補完機関としての機能を果たす。
・県営住宅に加え市町営住宅の管理を行うことにより、公営住宅等管理における県全体の効率化・最適
化に取り組む。

団体を取り巻く社会
経済環境の変化や
新たな県民ニーズ

　民間住宅市場の成熟化や、少子高齢化の進展による人口減少社会の到来な
どの社会状況を背景として、住宅や宅地の新規供給に関して公社の役割は終え
た。一方で、公営住宅を中心にセーフティネットとしての住宅確保については、高
い社会的ニーズがある。
　公社が主要業務と位置付ける公営住宅管理においては、増加が著しい高齢者
や外国人入居者に対する支援の推進や、県全体の効率化・最適化を図ることが
期待されている。

行政施策と団体活動
との関係（役割分担）

　県は、県営住宅の整備や、家賃決定・調定、家賃滞納者に係る法的措置等、管
理の総括を担う一方で、公社は、入居決定や同居承認など県の権限の一部を代
行する事務をはじめ、入居者募集、滞納整理、住宅修繕、点検業務等、幅広く県
営住宅の管理を代行することにより、住宅行政を代替・補完する公益性の高い役
割を担っている。

 民間企業や他の団体
との関係（役割分担）

　県営住宅及び市町営住宅等について、主として県・市町の権限の一部（入居者
決定等）を代行する「管理代行制度」により管理を受託しているが、管理代行を行
う資格を有するのは地方公共団体及び住宅供給公社に限定されている。（公営
住宅法第47条）



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R1 決算 R2 予算

合　　　計 2,268,515 2,502,267

目標（上段）及び実績（下段）

評価

（H29)93.0％ （H30)93.0％ （R1)92.0％ 92.0％以上

91.88% 91.74% 91.98% （R2）

12 12 12 12

12 14 13 （R2）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

　事業成果指標2項目のうち、県営住宅入居率
は目標を0.02ポイント下回っている。入居募集時
により効果的な広報を行い、県民に周知するな
ど入居率向上を図ることが課題である。新たな
取り組みとして、窓口への音声翻訳機の配備、
県多文化共生総合相談センターと協働した防災
講座の開催など、外国人入居者の支援を行っ
た。
　高齢者支援事業(県営住宅等における高齢者
ふれあい生活支援事業)実施団地数は目標を達
成しており、事業成果は「良好」と評価できる。
　また、県営住宅、都市再生機構住宅の管理運
営を引き続き適確に実施するとともに、入居者
の高齢化問題に対応するため「高齢者ふれあい
生活支援事業」のほか、「高齢者テレフォン安心
サービス」による安否確認、団体・企業等26者と
の協働による「高齢者見守りネットワーク」の構
築、高齢者の引き籠り防止等を図るための「血
圧測定運動」、「ミニ図書館の設置」、「集会所へ
の車椅子贈呈」などに取り組み、県民の福祉向
上に寄与した。
　なお、平成29年度から掛川市・袋井市、平成30
年度から小山町、令和2年度から島田市、富士
市、焼津市の公営住宅等の管理を受託し、公営
住宅管理における県全体の効率化、最適化を
図っている。

○

　県営住宅の入居率は、僅かながら目標に達し
ていないことから、毎月募集の実施や効果的な
広報に努める等、引き続き入居率向上に取り組
む必要がある。
　一方、高齢者支援に関しては、指標に掲げる
「高齢者ふれあい生活支援事業」の実施にとど
まらず、これまで培ったノウハウを活かした様々
な手厚いサービスを実施しており、県営住宅を
始め、市町営住宅や都市再生機構住宅等の入
居者に対するサービス向上が図られていると認
められる。

県委託
県営住宅管理事
業

県営住宅の管理、修繕、滞納整理業務を受託 2,031,440 2,045,900

市町委
託

市町営住宅管理
事業

市町営住宅等の管理、修繕等を受託 109,727 334,289

その他
委託

都市再生機構住
宅管理事業

都市再生機構（UR）が所有する住宅の管理、修
繕、滞納整理等業務を受託

80,865 78,568

自主事
業

定期借地権付土
地管理事業

過去に実施した定期借地権付分譲宅地の地代回
収業務（令和35年度完了予定）

10,572 10,569

自主事
業

割賦債権管理事
業

過去に公社が建設した建物代金の回収業務  （令
和17年度完了予定）

17,160 14,165

自主事
業

その他の事業
災害型飲料自動販売機の設置、引越斡旋サービ
ス、高齢者支援等事業の実施

597 513

自主事
業

簡易水道等事業
過去に公社が建設した2団地の簡易水道及び下
水道施設の管理業務

18,154 18,263

指標の名称（単位）
目標値
（年度）H29 H30 R1

県営住宅の入居率（翌年度4月1
日現在）（％）

Ｂ

高齢者支援事業(県営住宅等における高
齢者ふれあい生活支援事業)実施団地数
(か所)

Ａ



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

　時代の変遷に合わせ平成14年度からは新規
分譲事業を廃止し、現在は県営住宅の受託管
理などを中心とした業務形態に移行しているが、
これまでのノウハウを活かし適確かつ効率的な
管理を行うなど、住宅行政における代替補完機
関としての機能を発揮している。
　なお、県・市町の権限の一部(入居者決定等)を
代行する「管理代行制度」により県営住宅及び
市町営住宅の管理を受託している。管理代行を
行えるのは地方公共団体及び住宅供給公社に
限定されている。(公営住宅法第47条)

○

　公社は勤労者に対する住宅・宅地の供給によ
り、住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与す
ることを目的に設立された団体である。
　しかし、時代の変遷とともに公社の役割を見直
し、現在は、県の権限の一部(入居者決定等）を
代行する「管理代行制度」による県営住宅の管
理など、県の住宅行政を代替・補完する公益性
の高い役割を担っている。
　平成29年度からは、一部の市町からも公営住
宅の管理を受託しており、今後も、適切な範囲で
受託を拡大していくこととしている。公営住宅管
理の県全体の効率化・最適化を図ることを念頭
に置けば、受け皿となり得る団体は、当該公社
のみである。

対応状況

団体記載 県所管課記載

県内の住宅の供給状況に応じた
見直しを継続

○

　住宅・宅地の新規供給に係る事
業は役割を終えた清算事業とし
て縮小・廃止の方針で、県営住宅
等の受託管理を中心とする業務
形態に移行している。

○

　清算事業と主要事業を整理し、
今後も安定的な経営が継続でき
るよう、中長期計画にも盛り込ん
でいる。

滞納対策についての強化
○

　県委託により徴収嘱託員15人、
補助事務員1人を雇用し、滞納者
への督促・納入指導（令和元年
度臨宅14,005件、面接7,822件）を
実施。
　家賃滞納額は平成23年度から
減少に転じ、令和元年度は
176,706千円と、平成30年度に比
べ12,320千円減少した。

○

　徴収嘱託員が県職員と連携し
て初期滞納者を中心とした滞納
整理を実施し、平成23年度以降
の滞納額の減少に大きく寄与し
ている。

高齢者福祉部門などと連携 ○

　高齢者テレフォン安心サービス
(安否確認)のほか、平成26年度
から県・市町の福祉部局、地域包
括支援センター、警察署等と連携
し、高齢者ふれあい生活支援事
業(講座、相談会を開催)を開始、
平成27年度から新聞配達、電気・
ガス事業者など26事業者と「高齢
者を見守る協定」を締結し、県営
住宅等入居者の異変を公社に連
絡する体制を整備。
　また独自事業として、高齢者の
健康管理や引きこもり防止・居場
所づくりのため、血圧測定運動
(H27～)、ミニ図書館の設置(H29
～)、集会所への車椅子贈呈(H30
～)を行うとともに、コンビニ移動
販売の取り次ぎ(H29～)を行い、
買い物難民となりつつある高齢
入居者支援に取り組んでいる。

○

　行政の福祉担当部局や地域包
括支援センター等との連携により
各種事業を実施するほか、民間
事業者と「高齢者を見守る」協定
を締結する等、高齢者の孤化防
止と安心して暮らせる環境づくり
に寄与している。
　さらに、独自事業として、血圧測
定運動やミニ図書館の設置にも
取り組むなど、これまで培ったノ
ウハウを活かして、高齢者に対す
る支援の推進に努めている。

市町事業の受託等による県・市
町通じた効率化の推進

○

　平成29年度から掛川市、袋井
市、平成30年度から小山町、令
和2年度から島田市、富士市、焼
津市の市町営住宅管理業務の
受託を開始した。引き続き、市町
営住宅の管理拡大を進め、県全
体の効率化、最適化に取り組
む。

○

　県営住宅管理を通して構築され
た組織体制を活かし、スケールメ
リットが発揮されるよう適正な範
囲で管理受託を進めている。今
後も、複数の市からの管理受託
が見込まれている。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの以外）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収支　　　

 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計

 事業費用

 事業外費用

 特別損失

 支出計

（ 単位：千円 ）

評価

(d-h) 127,771 58,155 46,409 A

(a+b-e-f) 73,502 58,147 47,360 A

公益目的事業会計 - - - ―

収益事業等会計 - - - ―

法人会計 - - - ―

 剰余金 1,321,308 1,379,463 1,425,872 A

※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等

 資産 3,437,706 3,319,453 3,067,986 2,932,202 

 流動資産 1,641,415 1,730,250 1,636,346 割賦債権管理事業の縮小 1,571,305 

 固定資産 1,796,291 1,589,203 1,431,640 割賦債権管理事業の縮小 1,360,897 

 負債 2,101,398 1,924,990 1,627,114 1,460,371 

 流動負債 603,121 631,632 557,666 割賦債権管理事業の縮小 435,718 

 固定負債 1,498,277 1,293,358 1,069,448 割賦債権管理事業の縮小 1,024,653 

 正味財産/純資産 1,336,308 1,394,463 1,440,872 1,471,831 

 基本財産/資本金 15,000 15,000 15,000 15,000 

 剰余金等 1,321,308 1,379,463 1,425,872 当期利益分の増加 1,456,831 

 運用財産 0 0 0 0 

(a) 2,922,764 2,449,385 2,268,516 機構住宅等受託費の減少 2,502,267 

うち県支出額 2,114,167 2,085,159 2,031,440 県営住宅管理委託費の減少 2,045,900 

(県支出額/事業収益) (72.3%) (85.1%) (89.5%) (81.8%)

(b) 16,381 24,803 35,571 割賦債権貸倒引当金戻入の増 39,488 

うち基本財産運用益 2 2 2 2 

(c) 54,269 8 0 
定期借地権付土地管理事業
の土地売却益の減

0 

うち基本金取崩額 0 0 0 0 

(d=a+b+c) 2,993,414 2,474,196 2,304,087 2,541,755 

(e) 2,859,707 2,411,261 2,253,573 2,488,950 

うち人件費 327,065 305,610 311,466 
退職金規程改正に伴う引当金
の増

331,344 

(人件費/事業費用) (11.4%) (12.7%) (13.8%) (13.3%)

(f) 5,936 4,780 3,154 
割賦債権長期滞納債権支
払利息の減

1,400 

(g) 0 0 951 団地施設緊急補修 0 

(h=e+f+g) 2,865,643 2,416,041 2,257,678 2,490,350 

収支差 (d-h) 127,771 58,155 46,409 51,405 

区　　　　分 H29 決算 H30 決算 R1 決算 備考（特別な要因等）

健
全
性
指
標

区　　　　分 H29 決算 H30 決算 R1 決算 R2 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

　バブル崩壊による景気悪化に伴い、平成9年度決算が赤字となったことから、平成12年3月に第一次経営改善
計画を策定し、以降、第三次経営改善計画の最終年となる平成29年度まで経営改善に取り組んできた。
　この間、事業別収支管理を実施しながら、公営住宅等管理事業を主要事業として継続、住宅・宅地の新規供給
事業等は役割を終えた清算事業として縮小・廃止してきた。
　なお、平成29年度には新たに市町営住宅管理事業を受託することにより安定的な財源確保に取り組んだ。
　また、平成30年度に令和9年度までの10年間を計画期間とする新たな経営計画を策定し、引き続き健全経営
の維持に取り組んでいる。
　その結果、平成15年度から令和元年度まで17期連続で経常黒字を確保するなど、経営改善が着実に進んで
いると評価できる。

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

　令和元年度の経常損益及び単年度収支並び
に剰余金が全てプラス（A評価）となっており、経
営は良好と評価できる。
　経常損益は平成15年度から令和元年度まで17
期連続して黒字を維持しており、剰余金も必要十
分な額を確保（令和元年度末時点で14億円余）し
ており、当面経営状況が悪化する恐れはない。
　また、借上賃貸住宅管理事業や割賦債権管理
事業など、過去に実施した住宅・宅地新規供給
に係る清算事業の縮小・終了により、全体の事
業規模は減少傾向にあるが、安定した収益が見
込まれる県営住宅など公的住宅管理を主要事業
にシフトしつつ継続実施しており、経営の安定化
が進んでいる。

○

　平成29年度をもって構造的な赤字事業であっ
た借上賃貸管理事業が終了し、過去の住宅・宅
地新規供給事業による割賦債権も清算に向け順
調に縮小している。
　公社事業が全般的にスリム化する中、主力事
業である県営住宅管理に加え、平成29年度から
開始した市町営住宅管理事業は確実に利益が
確保できており、安定的な経営に寄与している。
なお、平成30年度、令和２年度にも受託市町を
拡大している。
　経常収支の黒字の維持と十分な剰余金の確保
が図られており、健全な経営が保たれている。

対応状況

団体記載 県所管課記載

-

-

-

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）

・県営住宅の入居率向上を図るため、社内にプロジェク
トチームを編成し、入居率低下の分析及び入居率向上
策の検討を行っており、当面の対策として戦略的広報を
実施するとともに、施設の改善や制度の改正、目的外
使用による空き部屋の有効活用等に関する改善策につ
いて県に提案する。
・県全体の公営住宅管理の効率化、最適化を進めるた
め、令和3年度から新たに2市の市営住宅管理業務を受
託できるよう、関係市との協議・調整を進める。
・適確な業務執行体制を確保するため、令和2年度正規
職員3名を採用。

　県営住宅の入居率向上については、新聞や不動産情
報誌への広告の掲載の他、人が集まりやすいスーパー
マーケット等の商業施設にポスターを掲示するなど、引
き続き効果的な広報に努める必要がある。
　市町営住宅の管理受託については、経営上の安定的
な財源として、今後も適正な範囲で拡大し、スケールメ
リットを発揮して効率化を進めてほしい。
　職員については、引き続き、業務量に応じた適正な人
員管理に努める必要がある。

　高齢者等入居者の生活支援など質の高いサービスの
提供により、安全・安心で快適な住環境の実現を図るた
め、公社の事業を継続・発展させていく。

【経営方針】
１　快適な住環境の提供
○主要事業である県営住宅等の管理は、入居する高齢
者、外国人、障害のある方に対する生活支援事業を充
実し、サービスの向上を図る。
○市町営住宅の管理も、県営住宅管理で得たノウハウ
を活かし、生活支援事業を開始するなどサービスの充
実を図る。
○地域や利用者のニーズを把握し、県及び市町に提案
や情報提供を行うことにより、公営住宅等の機能拡大と
住環境の向上を図る。
○施設の維持・修繕を計画的かつ迅速に対応するな
ど、適確な施設管理を実施する。

２　健全経営の維持
○経常利益の黒字を継続し経営の安定化を図る。
○事業別収支管理を行い、事務経費の削減などコスト
ダウンに取り組み、利益率の向上や損失の縮小を図
る。
○市町営住宅管理の受託を拡大し、安定的な財源の増
額を図る。
○簡易水道等事業など「清算事業」のリスクに対応する
ため、剰余金の増額を図る。

３　業務量に即した組織体制の確保
○公社の事業を継続して実施するため、業務の量及び
内容に即した職員を配置する組織体制を確保する。
○長期の事業計画及び収支見込を踏まえ、正規職員
及び嘱託員の定員を管理する。

　H30～R9年度を計画期間とする住宅供給公社経営計
画に基づき、経営の健全性を確保しつつ、公営住宅入
居者の安全・安心で快適な住環境の実現を図るため、
着実に事業を推進する必要がある。
　経営方針の「快適な住環境の提供」に関しては、県
営・市町営住宅の入居者に対する質の高い生活支援の
提供というソフト面と、適切な施設の維持・修繕という
ハード面の両面から、バランス良く資源を投入し、満足
度の向上につなげていただきたい。
　「健全経営の維持」に関しては、県営住宅及び市町営
住宅管理による安定財源の確保に努めるとともに、割
賦債権管理事業に係る一層のコスト縮減を図る等、今
後も十分な健全性が保たれるよう留意願いたい。
　また、「清算事業」のうち簡易水道等事業には、施設
の老朽化が進行する等の潜在的リスクを内包している
ことから、市等への移管を目標に、当面、適確な維持・
修繕に努める必要がある。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 H29 H30 R1 R2 備考（増減理由等）

常勤役員数 1 1 1 1

うち県ＯＢ 1 1 1 1

うち県派遣 0 0 0 0

常勤職員数 46 45 45 48

うち県ＯＢ 0 0 0 0

うち県派遣 1 1 1 1

県支出額 2,114,167 2,085,159 2,031,440 2,045,900

補助金 0 0 0 0

委託金 2,114,167 2,085,159 2,031,440 2,045,900 ※税抜

その他 0 0 0 0

県からの借入金 0 0 0 0
県が債務保証等を
付した債務残高 0 0 0 0

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

定員管理の方針等を
策定し、組織体制の効
率化に計画的に取り
組んでいるか

○

　平成12年度から平成29年度まで、正規職員の退職に対して職員の新規採用
による補充はしない方針を堅持し、嘱託員（再雇用含む）の活用、組織体制の
見直しや業務の効率化等により対応してきた。平成29年度には建築基準法改
正により義務付けられた点検業務を県から受託したこと、新たに市営住宅管理
を受託したことによる業務量増加を嘱託員3人(※1人は5月採用)の増員により
対応、平成30年度には平成29年度末の借上賃貸住宅管理事業終了による業
務量減少を嘱託員2人減員により対応した。
　令和元年度以降については、平成30年6月に策定した「静岡県住宅供給公社
経営計画(H30～R9)」に基づき、業務量の増減に応じ必要となる職員数を計画
的に確保していくこととしている。

常勤の役員に占める
県職員を必要最小限
にとどめているか

○
　平成23年度から2名(理事長、常務理事。県OB)であった常勤役員を1名(常務
理事。県OB)に減らした。また、平成26年度から常務理事の採用方法を公募(結
果県OBを採用)とする等、常勤役員に占める県職員の最小限化に努めている。

常勤の職員に占める
県からの派遣職員を
必要最小限にとどめて
いるか

○
　県との連携を強化し業務を円滑に推進するため、県派遣職員を1人のみ配置
している。

 県からの派遣職員に
ついて、必要性、有効
性が認められるか

○

　経営計画の着実な推進を図るため、県職員を派遣している。
　住宅行政の代替・補完機関として公益性の高い業務を実施しており、県との
連携を強化し業務を円滑に推進するためにも、当該派遣の必要性が認められ
る。

 県からの補助金等の
支出や借入金等につ
いて、必要性、有効性
が認められるか

○

　県営住宅の管理・修繕・滞納整理を委託しているが、業務は県の役割を代替・
補完する性格のものである。
　県の権限の一部(入居者決定等）を代行できる「管理代行制度」を活用可能な
団体として、これまでのノウハウを活かして適正な管理を行っており、県委託金
の有効性が認められる。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

・「高齢者ふれあい講座」来場者へのアンケートにより、参加しやすく、参加してためになる情報を得てもらえるよ
う、警察、交通安全協会の協力を得て、高齢者を狙う詐欺や交通事故から身を守る方法等を楽しく学ぶことがで
きる講習会形式での開催方法を取り入れる等、高齢者が求めているものや意見を把握して改善を図った。
・平成30年度から開催を開始した市町営住宅団地における「高齢者ふれあい講座」では、団地入居者だけでなく
団地周辺に居住する高齢者にも参加を呼びかけ、地域コミュニティー醸成のきっかけづくりを図った。
・令和元年度、県多文化共生総合相談センター「かめりあ」との共催による初の外国人防災講座を開催した。
・また、窓口での外国人対応業務を円滑に進めるため、本社及び東部支所、西部支所に音声翻訳機「ポケトー
ク」を配備した。

外部評価委員会 ○ -

　ふじのくにづくり支援センターの
諮問機関である評議員会におい
て、住宅公社事業についても外部
有識者の意見を伺っている。

（令和元年評議員会）
・県営住宅の目的外使用が拡がるとよ
い。
・県営住宅の問題に、大学生をはじめ、
より多くの人に関心を持ってもらうため、
利活用プランを提案してもらうなどの取
組を考えるべき。
・高齢者や外国人の入居への対応策は
とてもよい。
・市町営住宅の管理事業を拡大していく
ことを期待する。

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ -

「高齢者ふれあい生活支援事業（講
座）」来場者へのアンケート
　【主な講座内容】
　・防犯、交通安全
　・防災
　・健康指導
　・消費者被害防止　等

※講座受講者には「高齢者テレフォン
安心サービス」を説明し、加入を促し
ている。

【アンケート意見】
・講座が役に立った
・楽しかった
・また参加したい
　　など概ね好評

※アンケートの回答内容に個人情報等
が含まれる場合があるため公表してい
ない。

利用者等
意見交換会

○ -

①外国人入居者への個別訪問を行い
意見聴取を実施
②団地代表者からの要望事項ヒアリ
ングの実施　等

※内容に個人情報等が含まれることが
あるため公表していない。

その他
(　　　　　　　　　)

- -


